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大隅・薩摩隼人の朝貢制における諸問題1

ア
ジ
ア
文
化
史
研
究
第
16
号

（
二
〇
一
六
（
平
成
二
十
八
）
年
三
月
）大

隅
・
薩
摩
隼
人
の
朝
貢
制
に
お
け
る
諸
問
題

│
朝
貢
停
止
の
意
義
と
「
上
番
」
説
の
検
討
を
中
心
に

│

熊
谷
　
明
希

緒
論

八
世
紀
の
大
隅
・
薩
摩
両
国
に
居
住
す
る
隼
人
に
は
、
朝
貢
と
そ
れ
に
伴
う
在
京

勤
務
と
い
う
特
殊
な
支
配
が
行
わ
れ
て
い
た
。
朝
貢
と
は
、
古
代
に
お
け
る
政
治
儀

礼
の
一
形
態
で
、
服
属
国
・
服
属
集
団
が
上
京
し
て
天
子
に
謁
見
し
（「
朝
」）、
服

属
の
証
と
し
て
の
貢
納
物
で
あ
る
ミ
ツ
キ
を
お
さ
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
（「
貢
」）。

古
代
日
本
の
王
権
は
、
隼
人
や
蝦
夷
と
い
っ
た
国
家
の
周
縁
に
居
住
す
る
人
々
、
さ

ら
に
は
新
羅
・
渤
海
等
の
朝
鮮
諸
国
に
対
し
朝
貢
を
強
制
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
王

権
に
対
す
る
服
属
関
係
を
形
成
・
維
持
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

隼
人
の
朝
貢
が
本
格
的
に
み
え
る
の
は
天
武
・
持
統
朝
か
ら
で）

1
（

、
霊
亀
二
年

（
七
一
六
）
の
格
に
お
い
て
、朝
貢
と
在
京
勤
務
の
期
間
が
六
年
と
定
め
ら
れ
た
（『
続

日
本
紀
』
霊
亀
元
年
五
月
辛
卯
条
）。
以
後
、
隼
人
の
朝
貢
は
、
史
料
上
に
お
い
て

計
一
一
回
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
延
暦
二
十
年
（
八
〇
一
）
に
朝
貢
停
止
が
決
定

す
る
（『
類
聚
国
史
』
巻
一
九
〇　

風
俗
部　

隼
人　

延
暦
二
十
年
六
月
壬
寅
条
）。

本
稿
で
は
、
は
じ
め
に
六
年
相
替
制
が
定
め
ら
れ
た
霊
亀
二
年
以
降
の
隼
人
の
朝

貢
関
係
史
料
の
検
討
と
諸
先
行
研
究
の
整
理
を
行
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え

た
上
で
、
隼
人
の
朝
貢
制
に
お
け
る
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

隼
人
の
朝
貢
制
に
つ
い
て
特
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
延
暦
二
十
年
に
お
け

る
朝
貢
停
止
の
意
義
で
あ
る
。
隼
人
が
居
住
し
て
い
た
大
隅
・
薩
摩
両
国
は
建
国
か

ら
約
一
世
紀
近
く
班
田
制
が
実
施
さ
れ
ず
、
墾
田
制
と
も
い
う
べ
き
特
殊
な
土
地
制

度
が
行
わ
れ
て
い
た
（『
続
日
本
紀
』
天
平
二
年
三
月
辛
卯
条
）。
両
国
の
班
田
制
は

延
暦
十
九
年
（
八
〇
〇
）
に
よ
う
や
く
行
わ
れ
る
が
（『
類
聚
国
史
』
巻
一
五
九　

田
地
上　

口
分
田　

延
暦
十
九
年
十
二
月
辛
未
条
）、
こ
の
年
は
朝
貢
停
止
の
前
年

に
当
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
隼
人
の
朝
貢
停
止
と
大
隅
・
薩
摩
両
国
に
お
け
る
班

田
制
の
施
行
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が）

2
（

、
本
論
で
は
こ
の
点
に



2

つ
い
て
再
検
討
を
行
い
た
い
。

ま
た
、
近
年
、
菊
池
達
也
氏
が
隼
人
の
上
京
で
最
も
重
要
な
の
は
六
年
間
の
在
京

勤
務
で
あ
る
と
し
、「
朝
貢
」
で
は
な
く
「
上
番
」
と
捉
え
る
の
が
適
切
で
あ
る
と

い
う
見
解
を
提
示
し
て
い
る）

3
（

。
こ
の
点
も
、
隼
人
の
来
朝
時
に
行
わ
れ
る
ミ
ツ
キ
の

貢
納
と
風
俗
歌
舞
の
奏
上
史
料
を
踏
ま
え
な
が
ら
検
討
を
行
い
た
い
。

第
一
節
・
大
隅
・
薩
摩
隼
人
の
朝
貢
儀
礼

1
・
大
隅
・
薩
摩
隼
人
の
朝
貢
史
料

は
じ
め
に
、
隼
人
の
六
年
相
替
制
が
定
め
ら
れ
た
、『
続
日
本
紀
』
霊
亀
二
年
五

月
辛
卯
条
を
み
て
い
き
た
い
。

●
史
料
1　
『
続
日
本
紀
』
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
五
月
辛
卯
（
十
六
）
条

辛
卯
、（
中
略
）
言
二
大
宰
府
一
、（
中
略
）
又
薩
摩
・
大
隅
二
国
貢
隼
人
、

已
経
二
八
歳
一
、道
路
遙
隔
、去
来
不
レ
便
。
或
父
母
老
疾
、或
妻
子
単
貧
。
請
、

限
二
六
年
一
相
替
。
並
許
レ
之
。

本
条
に
よ
る
と
、
大
隅
・
薩
摩
隼
人
が
上
京
し
て
す
で
に
八
年
を
経
過
し
て
お
り
、

故
郷
に
残
っ
て
い
る
父
母
や
妻
子
が
困
窮
し
て
い
る
た
め
、
六
年
を
期
限
と
し
て
相

替
す
る
よ
う
大
宰
府
か
ら
申
請
が
あ
り
、
裁
可
さ
れ
た
。
こ
こ
で
い
う
「
已
経
二
八

歳
一
」
と
い
う
の
は
、
和
銅
二
年
（
七
〇
九
）
に
上
京
し
（『
続
日
本
紀
』
和
銅
二

年
十
月
戊
申
条
）、
翌
年
の
元
日
朝
賀
に
参
列
し
た
隼
人
が
八
年
間
在
京
し
て
い
る

こ
と
を
指
す
。

本
条
に
よ
っ
て
、
大
隅
・
薩
摩
隼
人
は
、
朝
貢
の
後
に
六
年
間
在
京
し
、
次
の
朝

貢
が
行
わ
れ
た
際
に
帰
国
す
る
と
い
う
六
年
相
替
制
が
定
め
ら
れ
た
。
在
京
す
る
大

隅
・
薩
摩
隼
人
は
、
隼
人
司
に
統
括
さ
れ
、
元
日
朝
賀
や
行
幸
、
宮
門
警
備
等
に
お

い
て
「
吠
声
」
を
発
し
、
天
皇
に
邪
霊
が
近
づ
く
の
を
防
ぐ
と
い
う
重
要
な
役
割
を

担
っ
た）

4
（

。

六
年
相
替
制
以
後
の
隼
人
の
朝
貢
史
料
は
、
計
一
一
例
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、

以
下
に
掲
げ
る
。

●
史
料
2　

隼
人
朝
貢
史
料

①
『
続
日
本
紀
』
養
老
元
年
（
七
一
七
）
四
月
甲
午
（
二
十
五
）
条

甲
午
、
天
皇
御
二
西
朝
一
。
大
隅
・
薩
摩
二
国
隼
人
等
、
奏
二
風
俗
歌
舞
一
。

授
レ
位
賜
レ
禄
各
有
レ
差
。

②
『
続
日
本
紀
』
養
老
七
年
（
七
二
三
）
五
月
辛
巳
（
十
七
）
条

辛
巳
、
大
隅
・
薩
摩
二
国
隼
人
等
六
百
廿
四
人
朝
貢
。

同
年
五
月
甲
申
（
二
十
）
条

甲
申
、
賜
二
饗
於
隼
人
一
。
各
奏
二
其
風
俗
歌
舞
一
。
酋
帥
卅
四
人
、
叙
レ
位
賜
レ

禄
、
人
有
レ
差
。

同
年
六
月
庚
子
（
七
）
条

六
月
庚
子
、
隼
人
帰
レ
郷
。

③
『
続
日
本
紀
』
天
平
元
年
（
七
二
九
）
六
月
庚
辰
（
二
十
一
）
条

庚
辰
、
薩
摩
隼
人
等
貢
二
調
物
一
。

同
年
六
月
癸
未
（
二
十
四
）
条

癸
未
、
天
皇
御
二
大
極
殿
閤
門
一
。
隼
人
等
奏
二
風
俗
歌
舞
一
。

同
年
六
月
甲
申
（
二
十
五
）
条



大隅・薩摩隼人の朝貢制における諸問題3

甲
申
、
隼
人
等
授
レ
位
賜
レ
禄
各
有
レ
差
。

同
年
七
月
己
酉
（
二
十
）
条

秋
七
月
己
酉
、
大
隅
隼
人
等
貢
二
調
物
一
。

同
年
七
月
辛
亥
（
二
十
二
）
条

辛
亥
、
大
隅
隼
人
姶
𧟌
郡
少
領
外
従
七
位
下
勲
七
等
加
志
君
和
多
利
、
外
従

七
位
上
佐
須
岐
君
夜
麻
等
久
々
売
並
授
二
外
従
五
位
下
一
。
自
餘
叙
レ
位
賜
レ

禄
亦
各
有
レ
差
。

④
『
続
日
本
紀
』
天
平
七
年
（
七
三
五
）
七
月
己
卯
（
二
十
六
）
条

秋
七
月
己
卯
、
大
隅
・
薩
摩
二
国
隼
人
二
百
九
十
六
人
入
朝
。
貢
二
調
物
一
。

同
年
八
月
辛
卯
（
八
）
条

辛
卯
、
天
皇
御
二
大
極
殿
一
。
大
隅
・
薩
摩
二
国
隼
人
等
、
奏
二
方
楽
一
。

同
年
八
月
壬
辰
（
九
）
条

壬
辰
、
賜
二
二
国
隼
人
三
百
八
十
二
人
爵
并
禄
一
、
各
有
レ
差
。

⑤
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
五
年
（
七
四
三
）
七
月
庚
子
（
三
）
条

庚
子
、
天
皇
御
二
石
原
宮
一
、
賜
二
饗
於
隼
人
等
一
。
授
二
正
五
位
上
佐
伯
宿
禰

清
麻
呂
従
四
位
下
、
外
従
五
位
下
葛
井
連
広
成
従
五
位
下
、
外
従
五
位
下
曾

乃
君
多
利
志
佐
外
正
五
位
上
、
外
正
六
位
上
前
君
乎
佐
外
従
五
位
下
、
外
従

五
位
上
佐
須
岐
君
夜
麻
等
久
々
売
外
正
五
位
下
一
。

⑥
『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
八
月
壬
午
（
二
十
一
）
条

壬
午
、
大
隅
・
薩
摩
両
国
隼
人
等
貢
二
御
調
一
、
并
奏
二
土
風
歌
舞
一
。

同
年
八
月
癸
未
（
二
十
二
）
条

癸
未
、
詔
、
授
二
外
正
五
位
上
曾
乃
君
多
利
志
佐
従
五
位
下
、
外
従
五
位
下

前
君
乎
佐
外
従
五
位
上
、
外
正
六
位
上
曾
県
主
岐
直
志
日
羽
志
、
加
祢
保
佐

並
外
従
五
位
下
一
。

⑦
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
正
月
丙
辰
（
十
八
）
条

丙
辰
、大
隅
・
薩
摩
等
隼
人
相
替
。
授
二
外
従
五
位
上
前
公
乎
佐
外
正
五
位
下
、

外
正
六
位
上
薩
摩
公
鷹
白
・
薩
摩
公
宇
志
並
外
従
五
位
下
一
。

⑧
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
十
一
月
庚
寅
（
二
十
六
）
条

庚
寅
、
天
皇
臨
レ
軒
。
大
隅
・
薩
摩
隼
人
奏
二
俗
伎
一
。
外
従
五
位
下
薩
摩
公

鷹
白
・
加
志
公
嶋
麻
呂
並
授
二
外
従
五
位
上
一
。
正
六
位
上
甑
隼
人
麻
比
古
、

外
正
六
位
上
薩
摩
公
久
奈
都
・
曾
公
足
麿
・
大
住
直
倭
、
上
正
六
位
上
大
住

忌
寸
三
行
並
外
従
五
位
下
。
自
餘
隼
人
等
賜
レ
物
有
レ
差
。

⑨
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
七
年
（
七
七
六
）
二
月
丙
寅
（
八
）
条

丙
寅
、
御
二
南
門
一
。
大
隅
・
薩
摩
隼
人
奏
二
俗
伎
一
。

同
年
二
月
戊
辰
（
十
）
条

戊
辰
、
外
従
五
位
下
大
住
忌
寸
三
行
・
大
住
直
倭
並
授
二
外
従
五
位
上
一
。

外
正
六
位
上
薩
摩
公
豊
継
外
従
五
位
下
。
自
餘
八
人
各
有
レ
差
。

⑩
『
続
日
本
紀
』
延
暦
二
年
（
七
八
三
）
正
月
乙
巳
（
二
十
八
）
条

乙
巳
、
饗
二
大
隅
・
薩
摩
隼
人
等
於
朝
堂
一
。
其
儀
如
レ
常
。
天
皇
御
二
閤
門
一

而
臨
観
。
詔
、
進
レ
階
賜
レ
物
各
有
レ
差
。

⑪
『
類
聚
国
史
』
巻
一
九
〇　

風
俗　

隼
人　

延
暦
十
二
年
（
七
九
三
）
二
月
己
未

（
十
）
条己

未
、
大
隅
国
曾
於
郡
大
領
外
正
六
位
上
曾
乃
君
牛
養
授
二
外
従
五
位
下
一
。

以
下
率
二
隼
人
一
入
朝
上
也
。

以
上
の
史
料
を
通
覧
す
る
と
、
朝
貢
の
内
容
と
し
て
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
、
隼
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人
側
の
ミ
ツ
キ
（「
調
物
」・「
御
調
」）
の
貢
納
（
③
④
⑥
）
と
風
俗
歌
舞
（「
方
楽
」・

「
土
風
歌
舞
」・「
俗
伎
」）
の
奏
上
（
①
②
③
④
⑥
⑧
⑨
）、
王
権
側
の
叙
位
・
賜
禄
・

賜
饗
（
①
〜
⑪
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
以
下
で
は
こ
れ
ら
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
を
行

い
た
い
。

ま
ず
、
隼
人
が
貢
納
す
る
ミ
ツ
キ
に
関
し
て
、
石
上
英
一
氏
の
研
究
を
踏
ま
え
な

が
ら
検
討
す
る
。

天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
に
新
羅
使
が
来
日
し
た
際
、日
本
は
新
羅
使
に
対
し
、

朝
貢
の
四
条
件
で
あ
る
「
専
対
之
人
、
忠
信
之
礼
、
仍
旧
之
調
、
明
験
之
言
」
を
全

て
満
た
す
よ
う
新
羅
側
に
要
求
し
た
（『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
四
年
九
月
癸
卯
条
）。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
「
仍
旧
之
調
」
で
あ
る
。
石
上
氏
は
こ
の
「
調
」
が
賦
役

令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
調
と
は
異
な
り
、
服
属
国
・
服
属
集
団
の
服
属
儀
礼
に
お
け

る
貢
納
物
を
意
味
す
る
「
ミ
ツ
キ
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
蝦
夷
・
隼
人
が
貢

納
し
た
「
方
物
」・「
調
物
」・「
御
調
」
も
、
服
属
の
証
と
し
て
の
ミ
ツ
キ
で
あ
っ
た

と
述
べ
て
い
る）

5
（

。
首
肯
す
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。

次
に
風
俗
歌
舞
の
奏
上
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
史
料
2
に
よ
る
と
、「
天
皇

御
二
西
朝
一
」（
①
）・「
天
皇
御
二
大
極
殿
閤
門
一
。」（
③
）・「
天
皇
御
二
大
極
殿
一
。」（
④
）・

「
天
皇
臨
レ
軒
。」（
⑧
）、「
御
二
南
門
一
」（
⑨
）
と
あ
る
よ
う
に
、
風
俗
歌
舞
は
天
皇

出
御
の
も
と
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る）

6
（

。

風
俗
歌
舞
の
意
義
を
考
え
る
際
に
取
り
挙
げ
る
べ
き
史
料
が
、『
日
本
書
紀
』
の

い
わ
ゆ
る
海
幸
山
幸
神
話
の
一
節
で
あ
る
。

●
史
料
3　
『
日
本
書
紀
』
神
代
下　

第
十
段　

一
書
第
四

弟
居
レ
浜
而
嘯
之
。
時
迅
風
忽
起
。
兄
則
溺
苦
。
無
レ
由
レ
可
レ
生
。
便
遥
請
レ

弟
曰
、
汝
久
居
二
海
原
一
。
必
有
二
善
術
一
。
願
以
救
之
。
若
活
レ
我
者
、
吾
生

児
八
十
連
属
、
不
レ
離
二
汝
之
垣
辺
一
、
当
レ
為
二
俳
優
之
民
一
也
。
於
レ
是
、

弟
嘯
已
停
、
而
風
亦
還
息
。（
中
略
）
於
是
兄
著
二
犢
鼻
一
、
以
レ
赭
塗
レ
掌
塗
レ

面
、告
二
其
弟
一
曰
、吾
汚
レ
身
如
レ
此
。
永
為
二
汝
俳
優
者
一
。
乃
挙
レ
足
踏
行
、

学
二
其
溺
苦
之
状
一
。
初
潮
漬
レ
足
時
則
為
二
足
占
一
、
至
レ
膝
時
則
挙
レ
足
、

至
レ
股
時
則
走
廻
、
至
レ
腰
時
則
捫
レ
腰
、
至
レ
腋
時
則
置
二
手
於
胸
一
、
至
レ

頸
時
則
挙
レ
手
飄
掌
。
自
レ
爾
及
レ
今
、
曾
無
二
廃
絶
一
。

史
料
3
に
は
、
兄
の
ホ
ノ
ス
ソ
リ
ノ
ミ
コ
ト
（「
我
」・「
吾
」・「
兄
」）
が
天
皇
家

の
祖
先
で
弟
の
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
（「
弟
」）
に
服
従
す
る
状
況
が
記
さ
れ
て

い
る
。
本
条
に
よ
る
と
、
ホ
ノ
ス
ソ
リ
ノ
ミ
コ
ト
は
「
俳
優
之
民
」
と
し
て
、
子
々

孫
々
現
代
に
い
た
る
ま
で
、
天
皇
の
傍
で
溺
れ
苦
し
む
様
を
演
じ
る
こ
と
を
誓
っ
た

と
さ
れ
る
。
ホ
ノ
ス
ソ
リ
ノ
ミ
コ
ト
は
隼
人
の
祖
先
と
さ
れ
て
お
り
（『
日
本
書
紀
』

神
代
下
第
九
段
本
文
）、
本
史
料
は
隼
人
の
服
属
説
話
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

中
村
明
蔵
・
今
泉
隆
雄
両
氏
は
、
来
朝
時
に
奏
上
す
る
隼
人
の
風
俗
歌
舞
は
本
説

話
に
基
づ
く
も
の
で
、
天
皇
へ
の
服
属
を
意
味
し
た
と
指
摘
し
て
い
る）

7
（

。

歌
舞
の
奏
上
の
多
く
は
ミ
ツ
キ
貢
納
の
ほ
ぼ
数
日
後
に
行
わ
れ
て
お
り
、
史
料

2 

－

⑥
の
天
平
勝
宝
元
年
八
月
条
に
い
た
っ
て
は
、
同
日
中
に
行
わ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
ミ
ツ
キ
の
貢
納
と
風
俗
歌
舞
の
奏
上
は
、
天
皇
へ
の
服
属
を
誓
約
す
る
こ

と
を
意
味
す
る
一
連
の
儀
礼
と
み
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。

隼
人
に
よ
る
ミ
ツ
キ
の
貢
納
・
風
俗
歌
舞
奏
上
の
後
、
王
権
の
返
礼
と
し
て
隼
人

に
対
す
る
叙
位
・
賜
禄
・
賜
饗
等
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
六
年
間
の
在
京
勤
務
を

行
い
、
次
の
朝
貢
が
行
わ
れ
た
際
に
帰
郷
す
る
（
史
料
2 

－

②
）
と
い
う
の
が
、
隼
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人
の
朝
貢
儀
礼
の
基
本
的
な
流
れ
で
あ
る
。

2
・
蝦
夷
の
朝
貢
と
隼
人
「
上
番
」
説
の
検
討

近
年
、
菊
池
達
也
氏
は
、
隼
人
と
蝦
夷
の
朝
貢
史
料
の
比
較
検
討
を
行
い
、
霊
亀

二
年
の
六
年
相
替
制
の
確
立
以
降
、
隼
人
の
来
朝
は
蝦
夷
等
と
異
な
り
、「
朝
貢
」

で
は
な
く
「
上
番
」
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
新
し
い
見
解
を
提
示
し
た）

8
（

。
菊

池
氏
は
隼
人
を
上
京
さ
せ
る
最
大
の
目
的
は
、
在
京
勤
務
で
あ
る
と
す
る
。

菊
池
説
の
検
討
を
行
う
に
あ
た
り
、
八
世
紀
に
お
け
る
蝦
夷
の
朝
貢
関
係
史
料
を

概
観
し
、
隼
人
の
朝
貢
儀
礼
と
の
比
較
を
行
い
た
い
。

●
史
料
4　

蝦
夷
朝
貢
史
料

①
『
続
日
本
紀
』
和
銅
三
年
（
七
一
〇
）
正
月
壬
子
朔
条

三
年
春
正
月
壬
子
朔
、
天
皇
御
二
大
極
殿
一
受
レ
朝
。
隼
人
・
蝦
夷
等
、
亦
在
レ

列
。
左
将
軍
正
五
位
上
大
伴
宿
禰
旅
人
・
副
将
軍
従
五
位
下
穂
積
朝
臣
老
、

右
将
軍
正
五
位
下
佐
伯
宿
禰
石
湯
・
副
将
軍
従
五
位
下
小
野
朝
臣
馬
養
等
、

於
二
皇
城
門
外
朱
雀
路
東
西
一
分
頭
、
陳 

－

二
列
騎
兵
一
、
引
二
隼
人
・
蝦
夷
等
一

而
進
。

同
年
正
月
丁
卯
（
十
六
）
条

丁
卯
、
天
皇
御
二
重
閣
門
一
、
賜
二
宴
文
武
百
官
并
隼
人
・
蝦
夷
一
、
奏
二
諸
方

楽
一
。
従
五
位
已
上
賜
二
衣
一
襲
一
。
隼
人
・
蝦
夷
等
、
亦
授
レ
位
賜
レ
禄
各

有
レ
差
。

②
『
続
日
本
紀
』
霊
亀
元
年
（
七
一
五
）
正
月
甲
申
朔
条

霊
亀
元
年
春
正
月
甲
申
朔
、
天
皇
御
二
大
極
殿
一
受
レ
朝
。
皇
太
子
始
加
二
礼

服
一
拝
朝
。
陸
奥
・
出
羽
蝦
夷
并
南
嶋
奄
美
・
夜
久
・
度
感
・
信
覚
・
球
美
等
、

来
朝
各
貢
二
方
物
一
。
其
儀
、
朱
雀
門
左
右
、
陣 

－

二
列
鼓
吹
・
騎
兵
一
。
元

会
之
日
、
用
二
鉦
鼓
一
、
自
レ
是
始
矣
。

同
年
正
月
戊
戌
（
十
五
）
条

戊
戌
、
蝦
夷
及
南
嶋
七
十
七
人
、
授
レ
位
有
レ
差
。

③
『
扶
桑
略
記
』
養
老
二
年
（
七
一
八
）
八
月
乙
亥
（
十
四
）
条

乙
亥
日
、
出
羽
并
渡
嶋
蝦
夷
八
十
七
人
来
、
貢
二
馬
千
疋
一
。
則
授
二
位
・
禄
一
。

④
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
正
月
辛
未
（
二
）
条

辛
未
、
御
二
大
極
殿
一
受
レ
朝
。
文
武
百
官
及
陸
奥
蝦
夷
、
各
依
レ
儀
拝
賀
。

同
年
正
月
丙
子
（
七
）
条

丙
子
、
御
二
法
王
宮
一
、
宴
二
於
五
位
已
上
一
。
道
鏡
、
与
二
五
位
已
上
摺
衣
人

一
領
、
蝦
夷
緋
袍
人
一
領
一
。
賜
二
左
右
大
臣
綿
各
一
千
屯
一
。
大
納
言
已
下

亦
有
レ
差
。

同
年
正
月
丙
戌
（
十
七
）
条

丙
戌
、
御
二
東
院
一
、
賜
二
宴
於
侍
臣
一
。
饗
二
文
武
百
官
主
典
已
上
、
陸
奥
蝦

夷
於
朝
堂
一
。
賜
二
蝦
夷
爵
及
物
一
、
各
有
レ
差
。

⑤
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
正
月
壬
午
朔
条

三
年
春
正
月
壬
午
朔
、天
皇
、御
二
大
極
殿
一
受
レ
朝
。
文
武
百
官
、渤
海
蕃
客
、

陸
奥
・
出
羽
蝦
夷
、
各
依
レ
儀
拝
賀
。
宴
二
次
侍
従
已
上
於
内
裏
一
。
賜
レ
物

有
レ
差
。

同
年
正
月
丁
酉
（
十
六
）
条

丁
酉
、（
中
略
）
陸
奥
・
出
羽
蝦
夷
帰
レ
郷
。
賜
二
爵
及
物
一
有
レ
差
。

⑥
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
四
年
（
七
七
三
）
正
月
丁
丑
朔
条
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四
年
春
正
月
丁
丑
朔
、
御
二
大
極
殿
一
受
レ
朝
。
文
武
百
官
及
陸
奥
・
出
羽
夷

俘
、
各
依
レ
儀
拝
賀
。
宴
二
五
位
已
上
於
内
裏
一
、
賜
レ
被
。

同
年
正
月
庚
辰
（
十
四
）
条

庚
辰
、
陸
奥
・
出
羽
蝦
夷
俘
囚
帰
レ
郷
。
叙
レ
位
、
賜
レ
禄
有
レ
差
。

⑦
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
正
月
丙
辰
（
十
六
）
条

丙
辰
、
宴
二
五
位
已
上
於
楊
梅
宮
一
、
饗
二
出
羽
蝦
夷
俘
囚
於
朝
堂
一
。
叙
レ
位
、

賜
レ
禄
有
レ
差
。

同
年
正
月
庚
申
（
二
十
）
条

庚
申
、
詔
、
停
二
蝦
夷
俘
囚
入
朝
一
。

蝦
夷
の
朝
貢
に
関
し
て
は
、
今
泉
氏
と
熊
谷
公
男
氏
の
研
究
が
存
在
す
る
。

今
泉
氏
は
、史
料
4 

－

③
を
除
く
す
べ
て
が
正
月
行
事
に
参
列
し
て
い
る
点
か
ら
、

蝦
夷
の
朝
貢
は
七
世
紀
後
半
頃
か
ら
毎
年
定
期
的
に
行
わ
れ
、
正
月
行
事
へ
の
参
列

が
原
則
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る）

9
（

。

熊
谷
氏
は
今
泉
説
を
継
承
し
な
が
ら
、氏
が
述
べ
て
い
る
「
正
月
行
事
へ
の
参
列
」

と
い
う
捉
え
方
に
は
曖
昧
さ
が
残
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
特
定
の
節
会
へ

の
参
加
が
定
例
と
な
っ
て
い
な
い
点
（
史
料
4 

－

①
⑤
が
十
六
日
踏
歌
節
会
、
④
が

七
日
白
馬
節
会
等
）、蝦
夷
だ
け
を
対
象
と
し
た
饗
給
・
叙
位
が
行
わ
れ
て
い
る
点（
史

料
4 

－

⑦
）
か
ら
、
蝦
夷
の
上
京
朝
貢
の
中
心
は
朝
賀
へ
の
参
列
で
あ
り
、
節
会
へ

の
参
列
は
そ
れ
に
対
す
る
王
権
側
の
返
礼
の
一
形
態
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
結
論
付
け

て
い
る）

10
（

。

史
料
4 

－

①
和
銅
三
年
条
に
よ
る
と
、
隼
人
が
蝦
夷
と
共
に
元
日
朝
賀
儀
に
参
列

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
史
料
上
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
隼
人
の
朝

賀
参
列
は
本
条
の
み
で
あ
る
。
隼
人
は
朝
賀
に
お
い
て
、朝
堂
院
正
門
外
に
陣
列
し
、

群
官
入
場
の
際
に
、
吠
声
を
発
す
る
と
い
う
重
要
な
役
割
を
有
し
て
い
た
。
史
料
4 

－

①
の
朝
賀
へ
の
参
列
は
特
殊
な
例
と
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う）

11
（

。

隼
人
と
蝦
夷
の
朝
貢
儀
礼
を
比
較
す
る
と
、
隼
人
の
朝
貢
儀
礼
は
基
本
的
に
単
独

で
行
わ
れ
る
の
に
対
し
、
蝦
夷
の
場
合
は
文
武
百
官
等
と
共
に
朝
賀
に
参
列
し
、
そ

の
際
に
ミ
ツ
キ
（「
方
物
」）
の
貢
納
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

12
（

。
ま
た
、
隼

人
は
朝
貢
後
、
六
年
間
の
在
京
勤
務
を
行
っ
た
の
に
対
し
、
蝦
夷
に
は
そ
の
よ
う
な

役
割
は
存
在
せ
ず
、
賜
饗
・
叙
位
・
賜
禄
後
に
帰
郷
し
た
（
史
料
4 

－

⑤
）。

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
、
改
め
て
菊
池
説
の
検
討
を
行
い
た
い
。
菊
池
氏
は
隼
人

の
在
京
勤
務
を
重
視
し
、
史
料
2
に
み
え
る
隼
人
の
来
朝
を
「
朝
貢
」
と
す
る
の
で

は
な
く
「
上
番
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
方
が
適
切
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
在
京

勤
務
を
隼
人
支
配
の
特
殊
性
と
評
価
す
る
点
に
関
し
て
は
、
筆
者
も
賛
同
す
る
。
し

か
し
、隼
人
の
来
朝
を
「
朝
貢
」
で
は
な
く
「
上
番
」
と
す
る
見
解
は
、率
直
に
言
っ

て
賛
同
で
き
な
い
。

ま
ず
、
先
に
挙
げ
た
史
料
2 

－

②
養
老
七
年
五
月
辛
巳
条
に
は
、「
大
隅
・
薩
摩

二
国
隼
人
等
六
百
廿
四
人
朝
貢
。」
と
あ
り
、
隼
人
の
来
朝
を
は
っ
き
り
と
「
朝
貢
」

と
明
記
し
て
い
る）

13
（

。
ま
た
、「
朝
貢
」
と
は
、
来
朝
し
て
ミ
ツ
キ
を
貢
納
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
が
、
実
際
に
隼
人
が
ミ
ツ
キ
を
貢
納
し
た
こ
と
は
、
史
料
2 

－

③
④
⑥

か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
隼
人
の
朝
貢
時
に
行
わ
れ
る
ミ
ツ
キ
の
貢
納
と
風
俗
歌
舞
の

奏
上
は
、
王
権
へ
の
服
属
を
意
味
す
る
重
要
な
政
治
儀
礼
で
あ
り
、
天
皇
出
御
を
伴

う
も
の
で
あ
っ
た
（
史
料
2 

－

①
③
④
⑧
⑨
）。
隼
人
の
来
朝
を
「
上
番
」
と
す
る

の
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
儀
礼
を
軽
視
し
た
解
釈
と
言
え
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
隼
人

の
来
朝
と
そ
れ
に
伴
う
ミ
ツ
キ
の
貢
納
・
風
俗
歌
舞
の
奏
上
と
い
っ
た
諸
儀
礼
は
、
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朝
貢
と
称
し
て
何
ら
問
題
は
な
い
。

第
二
節
・
隼
人
の
朝
貢
停
止
の
意
義
に
関
す
る
問
題

1
・
隼
人
の
朝
貢
停
止
と
大
隅
・
薩
摩
両
国
に
お
け
る
班
田
制
施
行

隼
人
の
朝
貢
は
史
料
2 

－ 

⑪
の
延
暦
十
二
年
以
後
、
史
料
上
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
ず
、そ
の
八
年
後
の
延
暦
二
十
年
（
八
〇
一
）
六
月
に
、朝
貢
の
停
止
が
決
定
す
る
。

●
史
料
5　
『
類
聚
国
史
』
巻
一
九
〇　

風
俗
部　

隼
人　

延
暦
二
十
年
（
八
〇
一
）

六
月
壬
寅
（
十
三
）
条

壬
寅
、
停
三
大
宰
府
進
二
隼
人
一
。

こ
れ
に
よ
り
、
天
武
朝
か
ら
続
く
隼
人
の
朝
貢
制
は
終
わ
り
を
告
げ
る
こ
と
に
な

る
。
本
節
で
は
諸
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
隼
人
の
朝
貢
停
止
の
意
義
に
関
す

る
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

隼
人
の
朝
貢
停
止
の
意
義
を
考
察
す
る
上
で
関
連
が
深
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
史

料
が
、『
続
日
本
紀
』
天
平
二
年
三
月
辛
卯
条
と
『
類
聚
国
史
』
延
暦
十
九
年
十
二

月
辛
未
条
に
記
さ
れ
て
い
る
、
大
隅
・
薩
摩
両
国
の
墾
田
と
「
百
姓
」
で
あ
る
。

●
史
料
6　

大
隅
・
薩
摩
両
国
墾
田
制
史
料

①
『
続
日
本
紀
』
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
三
月
辛
卯
（
七
）
条

大
宰
府
言
、
大
隅
・
薩
摩
両
国
百
姓
、
建
レ
国
以
来
、
未
二
曾
班
一
レ
田
。
其

所
レ
有
田
、
悉
是
墾
田
。
相
承
為
レ
佃
、
不
レ
願
二
改
動
一
。
若
従
二
班
授
一
、

恐
多
二
喧
訴
一
。
於
レ
是
、
随
レ
旧
不
レ
動
。
各
令
二
自
佃
一
焉
。

②
『
類
聚
国
史
』
巻
一
五
九　

田
地
上　

口
分
田　

延
暦
十
九
年
（
八
〇
〇
）
十
二

月
辛
未
（
七
）
条

収
二
大
隅
・
薩
摩
両
国
百
姓
墾
田
一
、
便
授
二
口
分
一
。

史
料
6 

－

①
に
よ
る
と
、
大
隅
・
薩
摩
両
国
の
「
百
姓
」
の
田
は
全
て
墾
田
で
、

も
し
収
公
し
た
ら
反
発
が
予
想
さ
れ
る
と
大
宰
府
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。
朝
廷
は
こ

れ
に
基
づ
き
、
従
来
通
り
墾
田
を
耕
作
さ
せ
る
よ
う
決
定
し
、
両
国
の
口
分
田
班
給

は
、
史
料
6 

－

②
の
延
暦
十
九
年
（
八
〇
〇
）
に
よ
う
や
く
実
施
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
大
隅
・
薩
摩
両
国
は
建
国
か
ら
約
一
世
紀
近
く
、
墾
田
制
と
も
い
う
べ
き
特
殊

な
土
地
制
度
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
注
視
す
べ
き
な
の

が
、
班
田
制
が
施
行
さ
れ
た
翌
年
に
、
隼
人
の
朝
貢
制
が
停
止
さ
れ
た
点
で
あ
る
。

周
知
の
通
り
、
八
世
紀
の
両
国
は
隼
人
支
配
と
い
う
役
割
を
担
う
国
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
多
く
の
先
行
研
究
で
は
、
史
料
6
を
隼
人
関
連
史
料
と
捉
え
、
両
国
に
お

け
る
班
田
制
施
行
と
朝
貢
制
の
停
止
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
き
た）

14
（

。

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
中
村
氏
と
永
山
氏
の
先
行
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。

中
村
氏
は
大
隅
・
薩
摩
両
国
に
お
け
る
墾
田
制
を
隼
人
に
対
す
る
特
殊
な
支
配
体

制
（「
非
律
令
制
的
性
格
」）
と
評
価
し
、
班
田
制
の
代
わ
り
の
政
策
と
し
て
朝
貢
制

が
行
わ
れ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
両
国
に
お
け
る
班
田
制
施
行
と
史
料
5
の
朝
貢
停

止
は
、
隼
人
に
対
す
る
律
令
制
的
支
配
の
適
用
を
意
味
す
る
と
評
価
し
て
い
る）

15
（

。

永
山
氏
は
、
八
世
紀
の
大
隅
・
薩
摩
隼
人
に
は
籍
帳
制
と
そ
れ
に
基
づ
く
調
庸
等

の
律
令
制
的
賦
課
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
立
場
を
と
る
。
そ
し
て
、
班
田

制
適
用
と
朝
貢
の
停
止
に
よ
っ
て
律
令
制
的
賦
課
が
行
わ
れ
、
隼
人
の
公
民
化
が
完

遂
し
た
と
解
釈
し
、
以
後
彼
ら
は
「
隼
人
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
と
述
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べ
て
い
る）

16
（

。

中
村
・
永
山
氏
を
は
じ
め
、
史
料
6 

－

②
の
大
隅
・
薩
摩
両
国
に
お
け
る
班
田
制

施
行
と
隼
人
の
朝
貢
停
止
を
結
び
つ
け
る
解
釈
に
共
通
す
る
の
は
、
史
料
6 

－

①
②

の
墾
田
を
有
す
る
と
さ
れ
る
「
百
姓
」
を
隼
人
と
限
定
的
に
解
釈
し
て
い
る
点
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
「
百
姓
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
問
題
点
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え

て
い
る
。

史
料
6 

－

①
②
の
「
百
姓
」
の
内
実
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。
以
下

で
は
「
百
姓
」
を
隼
人
と
限
定
的
に
解
釈
す
る
従
来
の
先
行
研
究
に
関
す
る
問
題
点

に
つ
い
て
、
大
隅
・
薩
摩
両
国
に
お
け
る
隼
人
支
配
の
様
相
を
踏
ま
え
な
が
ら
述
べ

た
い
と
思
う
。

2
・
朝
貢
停
止
の
意
義
と
「
百
姓
」
の
問
題

八
世
紀
の
大
隅
・
薩
摩
両
国
に
お
け
る
隼
人
支
配
を
考
え
る
上
で
取
り
挙
げ
る
べ

き
も
の
と
し
て
、井
上
辰
雄
氏
の
研
究
が
存
在
す
る
。
井
上
氏
は
、天
平
八
年
度
「
薩

麻
国
正
税
帳
」
の
「
隼
人
一
十
一
郡
」
と
い
う
記
載
に
着
目
し
、
薩
摩
国
に
は
薩
摩

郡
以
下
の
在
地
の
隼
人
を
中
心
に
構
成
さ
れ
た
「
隼
人
一
十
一
郡
」
が
存
在
し
、
肥

後
国
か
ら
移
配
さ
れ
た
柵
戸
を
中
心
に
構
成
さ
れ
た
出
水
・
高
城
両
郡
（
い
わ
ゆ
る

非
隼
人
郡
）
と
行
政
上
区
別
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
図
1
）。
ま
た
、
大

隅
国
に
お
い
て
も
同
様
の
区
分
が
存
在
し
て
い
た
と
理
解
し
て
お
り
、
囎
唹
・
大
隅
・

姶
羅
・
肝
属
の
四
郡
を
隼
人
郡
、
桑
原
郡
を
非
隼
人
郡
と
み
て
い
る
（
図
2
））

17
（

。

井
上
説
を
整
理
す
る
と
、
大
隅
・
薩
摩
両
国
に
は
他
国
か
ら
の
移
住
者
で
あ
る
柵

戸
を
中
心
と
し
た
非
隼
人
系
住
民
と
、
両
国
の
建
置
以
前
か
ら
こ
の
地
に
盤
踞
し
て

い
る
隼
人
系
住
民
が
そ
れ
ぞ
れ
居
住
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
改
め
て
史
料
6 

－

①
②
の
「
百
姓
」
の
問
題
に
つ
い
て
考

察
し
て
い
き
た
い
。
最
初
に
注
目
し
た
い
史
料
が
、
柵
戸
と
「
百
姓
」
の
関
係
を
記

し
た
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
四
年
十
月
癸
酉
条
で
あ
る
。

●
史
料
7　
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
十
月
癸
酉
（
十
七
）
条

癸
酉
、
陸
奥
柵
戸
百
姓
等
言
、
遠
離
二
郷
関
一
、
傍
無
二
親
情
一
。
吉
凶
不
二
相 図1　薩摩国郡界図
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問
一
、
緩
急
不
二
相
救
一
。
伏
乞
、
本
居
父
母
・
兄
弟
・
妻
子
、
同
貫
二
柵
戸
一
。

庶
蒙
二
安
堵
一
。
許
レ
之
。

史
料
7
に
は
「
陸
奥
柵
戸
百
姓
」
と
あ
る
通
り
、
柵
戸
を
「
百
姓
」
身
分
と
明
記

し
て
い
る）

18
（

。
こ
の
点
か
ら
、
大
隅
・
薩
摩
両
国
に
お
け
る
柵
戸
も
、
当
然
「
百
姓
」

身
分
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
史
料
6 

－

①
の
「
建
レ
国
以
来
」
と
い
う
記

載
も
、
大
隅
・
薩
摩
両
国
に
お
け
る
柵
戸
政
策
の
推
移
を
踏
ま
え
れ
ば
、
整
合
性
が

あ
る
と
い
え
る
。

●
史
料
8　

薩
摩
国
建
国
関
連
史
料

①
『
続
日
本
紀
』
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
八
月
丙
申
朔
条

八
月
丙
申
朔
、
薩
摩
・
多
褹
、
隔
レ
化
逆
レ
命
。
於
レ
是
発
レ
兵
征
討
、
遂
校
レ

戸
置
レ
吏
焉
。

②
『
続
日
本
紀
』
大
宝
二
年
十
月
丁
酉
（
三
）
条

丁
酉
、
先
レ
是
、
征
二
薩
摩
隼
人
一
時
、
禱
二

-

祈
大
宰
所
部
神
九
処
一
、
実
頼
二
神

威
一
、
遂
平
二
荒
賊
一
。
爰
奉
二
幣
帛
一
、
以
賽
二
其
禱
一
焉
。
唱
更
国
司
等
〈
今

薩
摩
国
也
。〉
言
、
於
二
国
内
要
害
之
地
一
、
建
レ
柵
置
レ
戍
守
之
。
許
焉
。

●
史
料
9　

大
隅
国
建
国
関
連
史
料

①
『
続
日
本
紀
』
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
四
月
乙
未
（
三
）
条

夏
四
月
乙
未
、（
中
略
）
割
二
日
向
国
肝
坏
・
贈
於
・
大
隅
・
姶
𧟌
四
郡
一
、

始
置
二
大
隅
国
一
。

②
『
続
日
本
紀
』
和
銅
六
年
七
月
丙
寅
（
六
）
条

秋
七
月
丙
寅
、
詔
曰
、
授
以
二
勲
級
一
、
本
拠
レ
有
レ
功
。
若
不
二
優
異
一
、
何

以
勧
奨
。
今
討
二
隼
賊
一
将
軍
并
士
卒
等
、
戦
陣
有
レ
功
者
一
千
二
百
八
十
餘

人
、
並
宜
二
随
レ
労
授
一
レ
勲
焉
。

③
『
続
日
本
紀
』
和
銅
七
年
（
七
一
四
）
三
月
壬
寅
（
一
五
）
条

壬
寅
、隼
人
昏
荒
野
心
、未
レ
習
二
憲
法
一
。
因
移
二
豊
前
国
民
二
百
戸
一
、令
二
相

勧
導
一
也
。

史
料
8 

－

①
に
よ
る
と
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
八
月
に
「
薩
摩
・
多
褹
」
の
征
討

を
経
て
、「
校
レ
戸
置
レ
吏
」
が
完
了
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
中
村
氏
は
、「
置

吏
」
と
は
国
司
の
設
置
を
意
味
し
、
本
条
に
お
い
て
薩
摩
国
の
前
身
で
あ
る
「
唱
更

国
」
が
成
立
し
た
と
指
摘
し
て
お
り
筆
者
も
賛
同
す
る）

19
（

。
ま
た
、
国
司
の
設
置
と
と

も
に
完
了
し
た
「
校
戸
」
と
は
、
造
籍
の
前
提
作
業
と
考
え
ら
れ
る）

20
（

。

唱
更
国
成
立
の
約
二
ヶ
月
後
に
、
同
国
内
の
要
地
に
城
柵
と
守
備
兵
の
設
置
が
決

図2　大隅国郡界図
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定
す
る
が
（
史
料
8 

－

②
）、
こ
れ
ら
が
隼
人
支
配
の
た
め
に
置
か
れ
た
こ
と
は
言

う
ま
で
も
無
い
。
城
柵
の
運
営
に
は
、
城
柵
に
付
随
す
る
柵
戸
の
存
在
が
必
要
不
可

欠
で
、
こ
の
時
唱
更
国
内
の
出
水
・
高
城
地
域
に
お
い
て
柵
戸
の
移
配
が
行
わ
れ
た

と
み
ら
れ
て
い
る）

21
（

。

大
隅
国
は
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
に
日
向
国
の
肝
坏
（
属
）・
贈
於
（
囎
唹
）・
大

隅
・
姶
𧟌
（
羅
）
の
四
郡
を
割
い
て
成
立
し
た
こ
と
が
史
料
9 

－

①
に
明
記
さ
れ
て

い
る
。
大
隅
国
成
立
の
約
二
ヶ
月
後
に
は
隼
人
征
討
の
叙
勲
が
行
わ
れ
て
い
る
お
り

（
史
料
9 

－

②
）、
薩
摩
と
同
様
に
当
国
が
隼
人
の
征
討
を
経
て
成
立
し
た
こ
と
が
分

か
る
。

史
料
9 

－

③
に
よ
る
と
、
大
隅
国
成
立
の
翌
年
の
和
銅
七
年
（
七
一
四
）
三
月
に

は
、
隼
人
の
教
化
を
目
的
と
し
て
、
豊
前
国
か
ら
二
〇
〇
戸
の
移
民
が
行
わ
れ
た
。

移
配
先
が
薩
摩
と
大
隅
の
ど
ち
ら
に
当
た
る
か
本
条
か
ら
は
不
明
確
で
あ
る
が
、
前

年
に
隼
人
の
征
討
を
経
て
大
隅
国
が
成
立
し
た
点
、
大
隅
国
桑
原
郡
に
は
「
豊
国
」・

「
大
分
」・「
答
西
」・「
仲
川
」
の
よ
う
に
豊
前
・
豊
後
国
の
地
名
を
冠
す
る
郷
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
（
表
2
）、
移
配
先
は
大
隅
国
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う）

22
（

。
こ

れ
ら
の
点
か
ら
大
隅
・
薩
摩
両
国
の
柵
戸
を
中
心
と
し
た
移
配
政
策
が
、
隼
人
の
征

討
を
経
た
両
国
の
建
国
直
後
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
を
整
理
す
る
。
ま
ず
陸
奥
国
に
「
柵
戸
百
姓
」
と
す
る
史
料
が
存
在
す
る
た

め
（
史
料
7
）、大
隅
・
薩
摩
両
国
の
柵
戸
も
同
様
に
「
百
姓
」
身
分
と
考
え
て
よ
い
。

ま
た
、
史
料
上
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
大
隅
・
薩
摩
に
お
け
る
柵
戸
の
移
配
記
事

は
両
国
の
建
国
直
後
に
み
ら
れ
（
史
料
8
・
9
）、史
料
の
「
建
国
以
来
」
と
整
合
し
、

彼
ら
が
有
す
る
墾
田
の
多
く
は
、
移
配
後
に
開
墾
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

の
点
か
ら
、
史
料
6
の
「
百
姓
」
に
、
柵
戸
を
中
心
と
し
た
非
隼
人
系
住
民
が
含
ま

れ
て
い
た
と
み
て
間
違
い
な
い
。

従
来
の
先
行
研
究
に
お
い
て
、
隼
人
の
朝
貢
停
止
の
意
義
は
、
史
料
6 

－

②
の
大

隅
・
薩
摩
両
国
に
お
け
る
墾
田
収
公
と
班
田
制
施
行
と
の
関
連
で
考
察
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
先
の
検
討
か
ら
、
史
料
6
の
「
百
姓
」
に
柵
戸
を
中
心
と
し
た
非
隼
人
系

住
民
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

中
村
氏
は
両
国
に
お
け
る
墾
田
制
を
、
隼
人
の
「
非
律
令
制
的
性
格
」
と
評
価
し

て
お
り
、
永
山
氏
は
史
料
6 

－

②
の
班
田
制
施
行
を
隼
人
に
対
す
る
律
令
制
的
賦
課

適
用
の
画
期
の
一
つ
と
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、こ
れ
ら
の
見
解
は「
百

表1　『和名類聚抄』薩摩国郡郷名一覧

郡名 郷名

出水 山内・勢度・借家（高本・名博本なし） ・大家・国形

高城（国府） 合志・飽多・鬱木・宇土・新多・託万

○薩摩 避石・幡利・日置

○甑島 管々（高本・名博本なし）・甑島

○日置 冨多・納薩・合良

○伊作 利納（高本・名博本なし）

○阿多 鷹屋・田永・葛例・阿多

○河辺 川上・稲積

○頴娃 開聞・頴娃

○揖宿 揖宿

○給黎 給黎

○谿山 谷山（伊本・急本「山」を「上」）・久佐

○麑嶋 都萬・在次・安薩

　　○ : 隼人郡
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姓
」
を
隼
人
に
限
定
す

る
こ
と
が
出
来
な
い
以

上
、
再
検
討
の
必
要
が

あ
る
。

　
総
括

八
世
紀
に
お
け
る
大

隅
・
薩
摩
隼
人
の
朝
貢

儀
礼
は
、
隼
人
側
の
ミ

ツ
キ
の
貢
納
と
風
俗
歌

舞
の
奏
上
が
行
わ
れ
、

こ
れ
ら
は
王
権
へ
の
服

属
を
意
味
す
る
儀
礼
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
隼
人
は
朝

貢
後
、
六
年
間
の
在
京

勤
務
を
行
う
と
い
う
特
殊
な
役
割
を
有
し
て
い
た
。
蝦
夷
の
朝
貢
儀
礼
は
、
八
世
紀

に
入
る
と
朝
賀
儀
礼
に
組
込
ま
れ
、こ
の
点
は
隼
人
の
朝
貢
儀
礼
と
異
な
る
。
ま
た
、

隼
人
が
在
京
勤
務
を
行
っ
た
の
に
対
し
、
蝦
夷
に
は
そ
の
よ
う
な
役
割
は
存
在
し
な

い
。菊

池
氏
は
、
隼
人
の
在
京
勤
務
を
特
に
重
視
し
、
隼
人
の
上
京
は
「
朝
貢
」
で
は

な
く
、「
上
番
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
提
示
し
た
。

確
か
に
隼
人
の
在
京
勤
務
は
蝦
夷
に
は
み
ら
れ
ず
、
隼
人
支
配
の
特
殊
性
と
評
価
し

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
隼
人
の
来
朝
を
「
朝
貢
」
と
明
記
す
る
史
料
が
存
在

し
（
史
料
2 

－
②
）、
朝
貢
の
本
義
で
あ
る
ミ
ツ
キ
の
貢
納
を
隼
人
が
実
際
に
行
っ

て
い
る
（
史
料
2 

－

③
④
⑥
）。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
隼
人
の
来
朝
と
そ
れ
に
伴
う

諸
儀
礼
は
、
朝
貢
と
称
し
て
何
ら
問
題
は
な
い
。

さ
て
、延
暦
二
十
年
に
隼
人
の
朝
貢
停
止
が
決
定
す
る
。
そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
、

前
年
に
行
わ
れ
た
薩
摩
両
国
に
お
け
る
班
田
制
施
行
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
き

た
。
中
村
氏
は
墾
田
制
を
隼
人
支
配
の
特
殊
性
と
評
価
し
、
両
国
に
お
け
る
班
田
制

施
行
と
朝
貢
停
止
は
、隼
人
に
対
す
る
律
令
制
の
適
用
を
意
味
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
永
山
氏
は
、
八
世
紀
の
大
隅
・
薩
摩
隼
人
に
は
籍
帳
制
と
そ
れ
に
基
づ
く
調

庸
等
の
律
令
制
的
賦
課
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
立
場
を
と
り
、
班
田
制
適

用
と
朝
貢
の
停
止
に
よ
っ
て
、
隼
人
の
公
民
化
が
完
遂
し
た
と
解
釈
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
説
の
問
題
点
は
、
史
料
6
の
「
百
姓
」
を
隼
人
と
限
定
し
て

解
釈
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
陸
奥
国
の
柵
戸
を
「
百
姓
」
身
分
と
明
記
す
る

史
料
が
存
在
し
、
大
隅
・
薩
摩
両
国
に
お
け
る
柵
戸
も
当
然
「
百
姓
」
身
分
と
考
え

て
よ
い
。
ま
た
、
大
隅
・
薩
摩
両
国
の
柵
戸
政
策
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
建
置
直
後
に
行

わ
れ
て
お
り
、
史
料
6 

－

①
の
「
建
レ
国
以
来
」
と
整
合
す
る
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
史
料
6
の
「
百
姓
」
に
は
、
少
な
く
と
も
柵
戸
を
中
心
と
し

た
非
隼
人
系
住
民
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。「
百
姓
」
を
隼
人
と

限
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
隼
人
の
朝
貢
制
停
止
を
、
大
隅
・
薩
摩
両
国
に

お
け
る
班
田
制
施
行
と
結
び
つ
け
る
従
来
の
解
釈
は
再
検
討
の
必
要
が
あ
る
。
以
下

で
は
、
隼
人
の
朝
貢
停
止
の
意
義
に
関
す
る
筆
者
の
見
通
し
を
述
べ
、
本
稿
の
む
す

び
に
か
え
た
い
。

隼
人
の
朝
貢
停
止
の
意
義
を
考
え
る
上
で
注
目
す
べ
き
が
、
朝
貢
儀
礼
が
停
止
さ

表2　『和名類聚抄』大隅国郡郷名一覧（護謨・熊毛郡は除く）

郡名 郷名

菱苅 羽野・出野（高本）・大水・菱刈

桑原（国府） 大原・大分・豊国・答西・稲積・廣西（伊本・急本「西」
を「田」）・桑善・仲川

○囎唹 葛例・志摩・阿気・方後・人野

○大隅 人野・大隅・謂刈・姶﨟・祢覆（高本・名博本なし）・
大阿・岐刀・姶羅（高本・伊本・急本なし）

○姶羅 野裏・串占・鹿屋・岐刀

○肝属 桑原・鷹屋・川上・鴈麻

○ : 隼人郡
・表 1・2は、池辺弥『和名類聚抄郡郷里駅名考證』、名古屋市立博
物館編『博物館資料叢書 2　和名類聚抄』を参考に作成。
・【高本】高山寺本・【名博本】名古屋市立博物館本・【東本】東急本・
【伊本】伊勢本。
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れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
先
述
し
た
通
り
、ミ
ツ
キ
の
貢
納
と
風
俗
歌
舞
の
奏
上
は
、

王
権
へ
の
服
属
を
意
味
す
る
重
要
な
政
治
儀
礼
で
あ
る
。
朝
貢
停
止
に
よ
っ
て
こ
れ

ら
の
儀
礼
が
廃
止
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
は
「
朝
貢
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
隼

人
と
の
服
属
関
係
を
形
成
・
維
持
す
る
」
と
い
う
、
天
武
朝
か
ら
続
く
、
隼
人
に
対

す
る
政
策
が
変
化
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

ま
た
、
朝
貢
停
止
は
隼
人
の
在
京
勤
務
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。
古
代
王

権
は
南
九
州
に
住
ん
で
い
る
隼
人
の
発
す
る
吠
声
に
、
邪
霊
を
払
う
効
果
が
あ
る
と

考
え
、
彼
ら
を
定
期
的
に
来
朝
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
呪
力
を
補
充
し
よ
う
と

し
た）

23
（

。
し
か
し
、
朝
貢
の
停
止
に
よ
っ
て
、
新
し
く
大
隅
・
薩
摩
隼
人
が
来
朝
す
る

こ
と
は
無
く
な
っ
て
し
ま
い
、
吠
声
を
中
心
と
し
た
隼
人
の
在
京
勤
務
は
畿
内
隼
人

が
代
行
し
て
い
く
こ
と
に
な
る）

24
（

。
こ
れ
は
、
大
隅
・
薩
摩
隼
人
が
有
す
る
呪
力
へ
の

必
要
性
が
低
下
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

隼
人
の
朝
貢
停
止
の
原
因
は
、
先
に
挙
げ
た
一
連
の
朝
貢
儀
礼
の
廃
止
や
在
京
勤

務
の
転
換
の
意
義
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
筆
者
は
想
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
点

に
関
し
て
は
別
稿
に
譲
り
た
い
。

註
（
1
）　

中
村
明
蔵
「
隼
人
の
朝
貢
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（
同
『
隼
人
の
研
究
』
学
生
社　

一
九
七
七
）、

永
山
修
一
「
隼
人
の
戦
い
と
国
郡
制
」（
同
『
隼
人
と
古
代
日
本
』
同
成
社　

二
〇
〇
九
）。

（
2
）　

井
上
辰
雄
「
隼
人
と
大
和
政
権
」
学
生
社　

一
九
七
四
、
前
掲
（
1
）
中
村
論
文
・「
律
令

制
と
隼
人
支
配
に
つ
い
て
│
薩
摩
国
の
租
の
賦
課
を
め
ぐ
っ
て
│
」（
前
掲
（
1
）
所
載
）、

奥
野
中
彦
「
薩
摩
国
正
税
帳
を
め
ぐ
っ
て
│
律
令
制
と
薩
摩
│
」（『
鹿
児
島
県
立
短
期
大

学
地
域
研
究
所
年
報
』
十
二　

一
九
八
三
）、伊
藤
循
「
隼
人
支
配
と
班
田
制
」（『
千
葉
史
学
』

四　

一
九
八
四
）、
永
山
修
一
「
隼
人
の
消
滅
」（
前
掲
（
1
）
所
載
）、
鈴
木
拓
也
「
律
令

国
家
転
換
期
の
王
権
と
隼
人
政
策
」（
山
中
章
・
仁
藤
敦
史
編
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研

究
報
告
第
一
三
四
集
』
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館　

二
〇
〇
七
）。

（
3
）　

菊
池
達
也
「
隼
人
の
「
朝
貢
」」（『
史
学
研
究
』
二
七
六　

二
〇
一
二
）。

（
4
）　

中
村
明
蔵
「
隼
人
司
の
成
立
と
そ
の
役
割
」（
同
『
熊
襲
・
隼
人
の
社
会
史
的
研
究
』
名
著

出
版　

一
九
八
六
）、
永
山
修
一
「
隼
人
司
の
成
立
と
展
開
」（
隼
人
文
化
研
究
会
編
『
隼

人
族
の
生
活
と
文
化
』
雄
山
閣
出
版　

一
九
九
三
）、
前
掲
（
2
）
鈴
木
論
文
。

（
5
）　

石
上
英
一「
日
本
古
代
に
お
け
る
調
庸
制
の
特
質
」（『
歴
史
学
研
究
』一
九
七
三
年
度
別
冊
）。

（
6
）　

養
老
職
員
令
60
隼
人
司
条
に
よ
る
と
、「
正
一
人
〈
掌
下
、
検
二-

校
隼
人
一
、
及
名
帳
、
教
二-

習
歌
舞
一
、
造
二-

作
竹
笠
一
事
上
。〉」
と
あ
り
、
隼
人
司
正
の
職
掌
と
し
た
歌
舞
の
教
習
が

あ
る
。
八
世
紀
に
お
け
る
朝
貢
儀
礼
以
外
の
風
俗
歌
舞
奏
上
の
例
は
、『
続
日
本
紀
』
天
平

宝
字
七
年
（
七
六
三
）
正
月
庚
申
（
十
七
）
条
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
延
喜
隼
人
式
践

祚
大
嘗
条
等
に
よ
る
と
、
大
嘗
祭
に
お
い
て
風
俗
歌
舞
の
奏
上
を
行
う
規
定
で
あ
っ
た
。

（
7
）　

前
掲
（
1
）
中
村
論
文
、
今
泉
隆
雄
「
蝦
夷
の
朝
貢
と
饗
給
」（
高
橋
富
雄
編
『
東
北
古
代

史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
八
六
）。

（
8
）　

前
掲
（
3
）
菊
池
論
文
。

（
9
）　

前
掲
（
7
）
今
泉
論
文
。

（
10
）　

熊
谷
公
男
「
節
会
に
参
加
す
る
蝦
夷
」（
熊
谷
公
男
・
柳
原
敏
昭
編
『
講
座　

東
北
の
歴
史　

第
三
巻　

境
界
と
自
他
の
認
識
』
清
文
堂　

二
〇
一
三
）。

（
11
）　

前
掲
（
7
）
今
泉
論
文
、
前
掲
（
3
）
菊
池
論
文
。

（
12
）　

前
掲
（
7
）
今
泉
論
文
、
前
掲
（
10
）
熊
谷
論
文
。

（
13
）　

鈴
木
拓
也
「
律
令
国
家
と
夷
狄
」（『
岩
波
講
座　

日
本
歴
史　

第
5
巻　

古
代
5
』
岩
波

書
店　

二
〇
一
五
）。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
鈴
木
氏
も
同
様
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

（
14
）　

前
掲
（
2
）
井
上
論
文
、
前
掲
（
2
）
中
村
論
文
、
前
掲
（
2
）
奥
野
論
文
、
前
掲
（
2
）

伊
藤
論
文
、
前
掲
（
2
）
永
山
論
文
、
前
掲
（
2
）
鈴
木
論
文
。

（
15
）　

前
掲
（
2
）
中
村
論
文
。

（
16
）　

前
掲
（
2
）
永
山
論
文
。

（
17
）　

井
上
辰
雄
「
薩
摩
国
正
税
帳
を
め
ぐ
る
諸
問
題
│
隼
人
統
治
を
中
心
と
し
て
│
」（
同
『
正

税
帳
の
研
究
』塙
書
房　

一
九
六
七
）。
井
上
氏
は
五
つ
の
残
簡
か
ら
な
る「
薩
麻
国
正
税
帳
」

を
A
〜
E
に
分
類
し
、
A
・
B
文
書
を
国
府
所
在
の
高
城
郡
、
D
文
書
を
肥
後
国
に
隣
接

す
る
出
水
郡
、
河
辺
郡
初
表
示
が
記
さ
れ
て
い
る
E
文
書
を
阿
多
・
河
辺
郡
の
も
の
と
結

論
付
け
た
。
ま
た
C
文
書
は
大
領
に
「
薩
麻
君
福
志
麻
呂
」
が
任
命
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
、

薩
摩
郡
の
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
井
上
氏
の
残
簡
整
理
に
従
う
。

（
18
）　

熊
谷
公
男
「
近
夷
郡
と
城
栅
支
配
」（『
東
北
学
院
大
学
論
集
│
歴
史
学
・
地
理
学
│
』

二
十
一　

一
九
九
〇
） 

。

（
19
）　

中
村
明
蔵
「
薩
摩
国
の
成
立
に
つ
い
て
」（
前
掲
（
4
）
所
載
）。
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（
20
）　

拙
稿
「
文
武
朝
に
お
け
る
「
薩
摩
隼
人
」
の
征
討
と
唱
更
国
の
成
立
」（『
歴
史
』
一
二
一　

二
〇
一
三
）。

（
21
）　

前
掲
（
17
）
井
上
論
文
。
出
水
郡
は
肥
後
国
と
隣
接
し
、
天
平
八
年
度
「
薩
麻
国
正
税
帳
」

の
郡
司
構
成
を
み
る
と
、「
肥
君
」
や
「
大
伴
部
」
と
い
っ
た
肥
後
国
に
盤
踞
す
る
豪
族
が

多
く
み
え
る
。
ま
た
、
高
城
郡
の
「
合
志
」・「
飽
多
」・「
宇
土
」・「
詫
萬
」
の
四
郷
は
肥

後
国
の
郡
名
と
一
致
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
（
表
1
）。
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
井

上
氏
は
、
出
水
・
高
城
の
両
郡
は
栅
戸
を
は
じ
め
と
し
た
肥
後
国
か
ら
の
非
隼
人
系
の
移

民
を
中
心
に
構
成
さ
れ
た
も
の
と
指
摘
し
て
お
り
、
筆
者
も
賛
同
す
る
。

（
22
）　

前
掲
（
17
）
井
上
論
文
。
井
上
氏
は
、
大
分
郷
は
豊
後
国
大
分
郡
、
答
西
郷
は
豊
前
国
上

毛
郡
多
布
郷
、
仲
川
郷
は
豊
前
国
仲
津
郡
と
の
関
係
を
そ
れ
ぞ
れ
指
摘
し
て
い
る
。

（
23
）　

中
村
明
蔵
「
隼
人
の
呪
力
と
そ
の
系
譜
」（
前
掲
（
1
）
所
載
）、
前
掲
（
2
）
鈴
木
論
文
。

（
24
）　

前
掲
（
4
）
永
山
論
文
、
前
掲
（
2
）
鈴
木
論
文
。
鈴
木
氏
は
、
隼
人
の
朝
貢
が
停
止
さ

れ
る
際
に
、
来
朝
し
て
い
る
隼
人
の
一
部
を
畿
内
に
残
留
さ
せ
て
、
儀
式
や
行
幸
の
際
に

必
要
と
さ
れ
る
呪
力
に
満
ち
た
吠
声
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
大

同
三
年
（
八
〇
八
）
十
二
月
格
に
よ
っ
て
、
畿
内
に
残
留
し
た
大
隅
・
薩
摩
隼
人
に
欠
員

が
生
じ
た
場
合
、
畿
内
隼
人
に
よ
っ
て
そ
れ
を
代
行
さ
せ
た
と
す
る
（『
日
本
後
紀
』
大
同

三
年
十
二
月
壬
子
条
、『
類
聚
三
代
格
』　

巻
四　

大
同
四
年
正
月
七
日
太
政
官
符
）。


